
資料３ 
 

保育所等利用調整点数表の修正について 

 

保育所等利用調整点数表について、次の項目を変更し、平成３１年４月入所

分の利用調整から適用します。 

 

① 保育施設で勤務する保育士に対する加点を、市外の保育施設で勤務する保育

士についても対象となるよう変更。（現在は市内の保育施設勤務に限定）。 

② 兄弟姉妹と同一施設になる場合の加点を、１点から３点に変更。 

③ 地域型保育事業所（小規模保育施設など）を卒園する児童の申込みに対する

加点を、３点から５点に変更。 


